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No. 「質問・要望・提案」の内容 「回答・見解・処理方針」の内容

1
ヘルシーロードの道路上の真ん中に線が引かれているが、
自転車・歩行者はどこを通行すればよいか。

道路上は原則、自転車は左側通行になっています。確認をして後日回答をします
（後日「特段の規制はありません」と回答)。
【大宮東警察署】

2

プロムナードの団地にある交差点や見沼消防署春野出張
所近くの五差路に信号を設置してもらうよう、交差点診断を
してもらっているものの設置には至っていない。今後も要望
していきたい。

<<参考意見として聴収>>
【大宮東警察署】

3
街路灯にプレートがついているが、プレートの文字が消え
ていて確認しづらい。見やすくならないか。

修繕する際にプレートの文字を濃くしたり、ＬＥＤに改修する際にプレートを付け替
えたりしています。
【見沼区役所くらし応援室】

4
ハチの駆除について、公園に巣があった場合はくらし応援
室で対応するのか。

各施設管理者が対応します。公園緑地協会が管理していれば公園緑地協会が、
街路樹などは建設部局が対応します。
【見沼区役所くらし応援室】

5 空き地や空き家が多いが、職権で対応できないか。

個人の財産なので、基本的には所有者に連絡し対応してもらうこととなります。ま
た、くらし応援室で行えるのは、「指導」までとなっており、その先の措置は、環境局
で行うこととなります。
【見沼区役所くらし応援室】

6
都市計画道路大和田深作線が廃止となり、その道路として
市が買い取った部分に点在する空き地が多い。有効利用
できないか。

都市計画道路大和田深作線は、平成２７年に事業廃止が決定されました。
なお、ご指摘のあった市有地については、事業を実施したい所管課等からの要望
を踏まえ、有効利用を図ってまいりたいと考えています。
【建設局土木部土木総務課】
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